
本事業では介護現場からの「介護テクノロジーを試しに使ってみたい！」といったご要望にお応えし
て、試用貸出のご相談や試用貸出企業への取り次ぎを行います。
「どの介護テクノロジーが自施設に合っているか分からない」、「介護テクノロジーをどのように活用
すればよいか分からない」とお困りの場合でも、介護施設等の課題等に応じた介護テクノロジーを選
定するお手伝いを行うことが可能です。

介護テクノロジーの
試用貸出を利用してみませんか？

～ 介 護 現 場 の 生 産 性 向 上 を 目 指 し て ～
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令 和 ７ 年 度  介 護 現 場 の 生 産 性 向 上 の 取 組 ・ 普 及 支 援 ナ ビ

試用貸出のご相談・お問い合わせ

本事業では、各地域において、介護テクノロジーに関する相談受付などを行う窓口を、全国2箇所に設置しています。

本事業にて試用貸出を実施している地域及び相談窓口の設置エリアについては、ホームページをご覧ください。

ホームページ（相談窓口一覧）：https ://www.mh lw .go . j p/ka i gose i s anse i /p f/soudan/ in fo .h tm l

※介護生産性向上総合相談センターが設置されている都道府県の事業所の方は、地域の介護生産性向上総合相談センターへお問い合

わせください。介護生産性向上総合相談センターの連絡先は、本事業のホームページからご覧頂けます。

※介護生産性向上総合相談センターは、厚生労働省が取り組む介護生産性向上推進総合事業のもと設置される、介護現場の生産性向

上に関するワンストップ窓口です。

事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

　　　Emai l  :　p la t2020@nt tdata - s t ra tegy . com

介護テクノロジーの試用貸出とは？

①

相談窓口へ

問い合わせ・相談

②

試用貸出リストから

選定・申し込み

③

試用貸出企業との

日程調整・試用貸出開始

本事業に関するお問い合わせ

試用貸出期間は2週間から1か月です。

基本的に申込者の費用負担はありません。

試用貸出中の事故・トラブル等に備えて、民間の賠償責任保険への加入や使用状況の記録等の詳細について介護施設

等と開発企業等で直接取り決めていただきますようお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/pf/soudan/info.html

